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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製紙用織物の連続洗浄のための方法であって、
　初期洗浄アセンブリから洗浄される織物の全幅への蒸気または８０℃より高い温度の水
またはその両方を含む洗浄媒体のいずれかの散布を含む初期洗浄段階に、前記洗浄される
織物を晒すステップと、
　前記初期洗浄段階の下流に設けられた第２の洗浄段階であって、第２の洗浄アセンブリ
から前記洗浄される織物の全幅への蒸気または８０℃より高い温度の水またはその両方を
含む洗浄媒体の散布を含む第２の洗浄段階に、前記洗浄される織物を晒すステップと、
　を含み、
　前記第２の洗浄アセンブリはカプセル化された洗浄アセンブリであり、前記織物から余
剰の洗浄媒体を除去するための吸引装置を含み、
　紙の生産は洗浄中に中断されない、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記初期洗浄段階における前記洗浄媒体は過熱水であ
ることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記初期洗浄段階の前記洗浄媒体は、蒸気と過熱水と
の両方を含み、前記過熱水は、前記蒸気の散布後に前記織物の表面に散布されることを特
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徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の方法であって、前記初期洗浄アセンブリ
は横断洗浄シャワーであることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１つに記載の方法であって、前記初期洗浄段階後に空
気ナイフからの空気流を前記織物の表面に散布するステップをさらに含むことを特徴とす
る方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１つに記載の方法であって、前記第２の洗浄段階の前
記洗浄媒体は過熱水を含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれか１つに記載の方法であって、前記初期洗浄段階の前記
洗浄媒体は前記蒸気および前記水の両方を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項５のいずれか１つに記載の方法であって、前記第２の洗浄段階の前
記洗浄媒体は間に前記蒸気を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１から請求項５のいずれか１つに記載の方法であって、前記第２の洗浄段階の前
記洗浄媒体は前記蒸気および過熱水の両方を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、前記蒸気および前記過熱水はどちらも、前記第２の洗
浄段階の間に前記織物の両面に散布されることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１から請求項４および請求項６から請求項１０のいずれか１つに記載の方法であ
って、前記洗浄工程後に前記織物内に残存している、前記初期洗浄アセンブリからの水量
は０．５ｇ／ｍ２より少ないことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　洗浄中に移動する製紙織物の再湿潤を最小限にする方法であって、
　初期洗浄アセンブリから洗浄される織物の全幅への蒸気を含む洗浄媒体の散布を含む初
期洗浄段階に、前記洗浄される織物を晒すステップと、
　前記初期洗浄段階の下流に設けられた第２のカプセル化された洗浄段階であって第２の
洗浄アセンブリから前記洗浄される織物の全幅への蒸気を含む洗浄媒体の散布を含む第２
の洗浄段階に前記洗浄される織物を晒すステップと、
　を含み、
　前記第２の洗浄アセンブリは、前記洗浄される織物の両面上に前記織物から余剰の洗浄
媒体を除去するための吸引装置として真空源を含むカプセル化された洗浄アセンブリであ
り、
　前記洗浄工程後に前記織物内に残存している、前記初期洗浄段階および前記第２の洗浄
段階からの水量は０．５ｇ／ｍ２より少ない、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　ＶＯＣを使用せずに、移動する製紙用織物を効率的に洗浄する方法であって、
　初期洗浄アセンブリからの蒸気および１００℃より高い温度の過熱水の両方を含む洗浄
媒体の散布を含む初期洗浄段階に、洗浄される織物を晒すステップと、
　第２の洗浄アセンブリから前記製紙用織物への蒸気および過熱水の両方を含む洗浄媒体
の散布を含む第２の洗浄段階に、前記洗浄される織物を晒すステップと、
　を含み、
　前記第２の洗浄アセンブリは、前記織物から余剰の洗浄媒体を除去するための吸引装置
を含むカプセル化された洗浄アセンブリであることを特徴とする方法。
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【請求項１４】
　請求項１に記載の方法であって、前記初期洗浄段階および前記第２の洗浄段階の少なく
とも１つが、前記洗浄媒体を前記洗浄される織物の全幅に同時に散布することを可能にす
る一連のノズルまたはシャワーバーを含む洗浄シャワーを含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法であって、前記初期洗浄段階および前記第２の洗浄段階の少なく
とも１つが、前記製紙用織物の幅に亘り往復することにより前記洗浄媒体を前記洗浄され
る織物の全幅に同時に散布することを可能にする一連のノズルまたはシャワーバーを含む
洗浄アセンブリを含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　製紙用織物のための洗浄システムが当該技術において既知である。殆どが、生産されて
いる繊維構造への損傷またはその再湿潤の問題に因り、不十分な洗浄の問題または抄紙機
の作動中に行うことが不可能である問題に悩まされている。先行技術の構成は様々である
が、それらは、一般に、ノズルを介して織物に散布される加圧洗浄液を使用する。既知の
システムは、全て織物の洗浄を改善するために、例えばシャワーと、バーと、回転ノズル
と、角度が付いたノズルとを含む。先行技術のシステムでは、織物の過度の損耗、引き裂
き、または損傷なしに織物を適切に洗浄する洗浄法を見出そうと懸命な努力が払われてき
た。また、汚染、水たまり、および織物の損耗により、連続洗浄法の開発が妨げられてき
た。本明細書に記載されている洗浄法および洗浄機器は、既知の洗浄システムを凌ぐいく
つかの利点をもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　本開示は、ペーパウェブの製造において使用される、移動する織物を洗浄する洗浄機器
および洗浄法に関する。本開示は、さらに、抄紙機内で移動する織物の連続洗浄用の洗浄
機器および洗浄法に関する。さらに、本開示は、再湿潤を最小限にする、抄紙機内で移動
する織物の連続洗浄用の洗浄機器および洗浄法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　より詳細には、本開示は、初期洗浄シャワーおよび第２の洗浄シャワーの両方を含む洗
浄システムに関する。開示されている二重洗浄装置は、織物性能の悪さをもたらす可能性
がある残留汚染の領域に悩まされない連続洗浄システムをもたらす。本開示は、汚染物質
除去の改善および非常に優れた残留水の吸上げを実現する改良型初期洗浄シャワーに関す
る。さらに、本開示は、やはり汚染物質除去の改善を実現しかつ織物による残留水の吸収
をさらに防ぐ改良型第２の洗浄シャワーに関する。
【０００４】
　さらにより詳細には、本開示は、製紙機内で移動する織物に蒸気を散布して、それによ
り織物内の汚染物質を加熱し、軟化させて、後続の水シャワーによりそれらを除去し易く
することに関する。本開示は、さらに、移動する織物に蒸気を散布して、汚染物質を加熱
し、軟化させて、その後続いて過熱水すなわち加圧水が散布され、当該汚染物質を除去す
ることに関する。一実施形態では、蒸気および過熱水は初期洗浄シャワーにおいて散布さ
れる。別の実施形態では、蒸気および過熱水は、初期洗浄シャワーおよび第２の洗浄シャ
ワーの両方において散布される。
【０００５】
　また、本開示は、さらなる化学添加物を必要とすることなく、水のみを使用して、適切
な織物洗浄を達成することができる洗浄法に関する。最後に、本開示は、織物からの洗浄
媒体の除去を促進してウェブの再湿潤を最小限にする、ペーパウェブの製造において使用
される、移動する織物を洗浄する方法に関する。
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【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】移動する織物を洗浄するために製紙機に取り付けられている、本発明の洗浄シス
テムの側面図である。
【図２Ａ】本発明と共に使用するための標準的な初期横断洗浄シャワーの正面切取り図で
ある。
【図２Ｂ】本発明と共に使用するための標準的な初期横断洗浄シャワーの正面斜視図であ
る。
【図２Ｃ】本発明と共に使用するための標準的な初期横断洗浄シャワーの側面切取り図で
ある。
【図３】ミストを排除する、カプセル化された第２の洗浄シャワーの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本開示は、製紙用織物を洗浄するための方法および機器を記載している。製紙機に使用
されているワイヤ、フェルトおよびベルトは、繊維、クレイおよび異物を含む汚染物質の
蓄積をそれらに引き起こす状況に晒される。汚染物質の蓄積は、再生繊維または他の低級
繊維が導入された場合に悪化する可能性がある。これらの蓄積は、除去されない場合、軽
度の非効率性から、蓄積を除去することができるまで機械の停止を要することまで、重大
な作動上の問題を引き起こす可能性がある。
【０００８】
　本開示は、製紙機内で移動する織物を洗浄するために使用された場合、先行洗浄システ
ムを凌ぐ大幅な改善を達成する、移動する織物を洗浄するための洗浄機器および洗浄方法
を記載している。これらの改善には、汚染物質除去の改善と；製紙機は本洗浄法を適用す
るために作動を停止する必要がないので機械休止時間に因る損失の低減と；織物上に存在
し得る紙構造の最小限の再湿潤をもたらす水除去の改善と；洗浄液を必要としないのでコ
スト削減と、が含まれる可能性があるが、それらに限定されない。さらに、本発明のプロ
セスは洗浄剤を必要としないので、揮発性有機化合物（「ＶＯＣ：ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｏ
ｒｇａｎｉｃ　ｃｏｍｐｏｕｎｄ」）が含まれていない可能性がある。本明細書に用いら
れている「織物」は、製紙機内で使用されてペーパウェブを搬送する任意の循環ウェブま
たは循環ベルトを指す。これらの織物の例が、形成ワイヤ、圧力ベルト、トランスファフ
ァブリック、およびドライヤファブリック（単数または複数）である。一実施形態によれ
ば、開示されている洗浄は、新生ウェブを抄紙機の乾燥部へ運んでいるトランスファファ
ブリック（単数または複数）上で実施されてもよい。別の実施形態によれば、開示されて
いる洗浄法は、抄紙機の乾燥部内の乾燥ファブリックを洗浄するのに使用されてもよい。
【０００９】
　本発明による連続洗浄法は２つの洗浄段階およびアセンブリを含む。本明細書に用いら
れている「連続」洗浄法は、機械が製品を生産しながらかつその製品製造を停止すること
なく織物上で実施され得る洗浄方法を指す。本明細書に用いられている「初期洗浄シャワ
ー」は、織物が遭遇する第１の洗浄アセンブリを指し、「初期洗浄段階」は、織物と初期
洗浄シャワーとの間の接触期間を指す。用語「第２の洗浄シャワー」は、織物が遭遇する
第２の洗浄アセンブリを指し、用語「第２の洗浄段階」は、織物と第２の洗浄シャワーと
の間の接触期間を指す。当業者に容易に分かる通り、所望の洗浄結果を達成するために必
要と考えられる場合、第２の洗浄シャワーの前または後に、さらなる洗浄アセンブリが含
まれる可能性がある。
【００１０】
　一実施形態によれば、初期洗浄シャワーは、織物上の全体的な汚染物質負荷を低減し、
第２の洗浄シャワーがコストがかかる機械の停止を必要としないレベルまで織物を連続洗
浄することを可能にする。各洗浄シャワーの動作は、先行技術で既知であったものより優
れて修正されてきた。これらの変更は、洗浄段階の各々に大幅な改善をもたらし、共に非
常に効果的な連続洗浄システムを作り出している。
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【００１１】
　初期洗浄シャワーは、任意の当該技術が承認している構成を有していてもよい。初期洗
浄シャワーは、固定されているかまたは網状であるかもしくは製紙用織物の機械横断方向
の幅を横断する、シャワーもしくはノズルまたは一連のシャワーもしくはノズルを含んで
いてもよい。一実施形態では、初期洗浄シャワーは、製紙用織物の全幅に対する洗浄媒体
の散布を同時に可能にする、一連のノズルまたはシャワーバーであってもよい。別の実施
形態によれば、初期洗浄シャワーは、製紙用織物全体に亘って前後に網状である横断シャ
ワーである。ノズルは、例えば回転するなど、移動する可能性があるか、または固定され
ている。シャワーまたはノズルの特定の構成は、開示されている方法の効率性に影響を及
ぼすことなく、例えばサイズ、形状、タイプ、または幾何学的形状などが変化し得る。
【００１２】
　ノズルのタイプ、洗浄媒体、洗浄媒体の圧力および温度、ならびに洗浄アセンブリと洗
浄される織物との間の距離を含む最適な設定が、洗浄される織物の性質ならびにノズルの
数およびサイズに基づいて定期的に選択される。一般に、そのようなノズルおよびシャワ
ーシステムのメーカにより相関が実現されている。一実施形態によれば、過熱加圧水が選
択された洗浄媒体である場合、加圧水のジェットが通常のウォータジェットより早く砕け
るので、織物とノズルとの間の距離は短縮されるべきである。
【００１３】
　本明細書に用いられている洗浄媒体は、水、蒸気、過熱水、洗浄液、および低蒸気圧の
非水性溶媒を含むが、それらに限定されない。低蒸気圧の非水性溶媒の例が、３Ｍにより
製造されるＮｏｖｅｃ（登録商標）Ｆｉｒｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｆｌｕｉｄである
と考えられる。
【００１４】
　初期洗浄シャワー、および当該初期洗浄シャワーを使用する方法は、製紙機内で移動す
る織物への蒸気の散布を含み、それにより織物上のかつ織物内の汚染物質を加熱し、軟化
させ、後続の水シャワーによりそれらがより容易に除去されるようにする。通常、製紙用
織物上に見られる汚染物質には、繊維、ピッチ、粒子、きょう雑物、および接着剤が含ま
れる。前段で検討されている通り、所望に応じて、さらなる洗浄段階が含まれていてもよ
い。本開示は、単一段階または機械方向に織物に沿って離間されている複数段階での過熱
水が後に続く、蒸気の散布を検討している。
【００１５】
　一実施形態によれば、過熱状態で蒸気が散布される。本明細書に用いられている「過熱
蒸気」は、所与の圧力でその飽和点を超えて加熱された、それ自体の液体と接触していな
い蒸気を指す。蒸気は、約１１０℃から約１３５℃までなどの、約１０５℃から約１５０
℃までの温度で散布される。
【００１６】
　汚染物質を加熱し、軟化させる蒸気の散布に続いて、過熱水の少なくとも１つの散布が
あり、軟化した汚染物質を除去する。初期洗浄シャワーの少なくとも１つのノズルが、好
ましくは１００℃より高い温度の水を織物の表面に方向付ける。蒸気の散布に関して前段
で検討されている通り、シャワーまたはノズルの特定の構成は変化し得る。本発明は過熱
水の散布に関して検討されているが、蒸気の散布に続く水の温度は、室温より高くするこ
とができる。水が高温であるほど、洗浄がより良好となる。したがって、温水を使用する
ことができるが、１００℃に近いかまたはそれを超える水が好適である。
【００１７】
　一実施形態によれば、過熱水は、１０５℃と１２０℃の間などの、１００℃と１３５℃
の間の温度であってもよい。本明細書に用いられている「過熱水」は、蒸発することなく
その沸点を超えて加熱された水を指す。加熱された、かつしたがって加圧された水は、２
５バールから３５バールまでなどの、２０バールから５５バールまでの圧力とすることが
できる。
【００１８】
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　蒸気と同様に、過熱水は、固定されているかまたは網状であるかもしくは製紙用織物の
幅を横断するノズルまたは一連のノズルを通して、製紙用織物に散布されてもよい。本開
示の一実施形態によれば、蒸気アプリケータと過熱水アプリケータとは同一横断シャワー
内に含まれている。蒸気と同様に、水は単一の散布であってもよく、または織物の機械方
向に沿った１つ以上の位置における導入を含んでいてもよい。
【００１９】
　理論に制約されることは望まないが、加圧水の放出およびその後の蒸気への移行が、織
物内への水のより良好な浸透をもたらし、より早期の蒸気散布により既に熱で軟化されて
いる汚染物質の持上げおよび除去の改善をもたらすと考えられる。さらに、織物内の付加
的な熱は洗浄後に水を除去することをより効率的に補助すると考えられる。
【００２０】
　蒸気および過熱水は、任意の当該技術が承認している方法を用いて生成されてもよい。
一実施形態によれば、水が電熱体と接触し、蒸気または過熱水のどちらかを生成する。別
の実施形態によれば、蒸気および／または過熱水は熱交換器との接触により加熱される。
さらに別の実施形態によれば、蒸気が製紙工程の別の点から除去され、開示されている洗
浄工程において使用される。
【００２１】
　一実施形態によれば、記載されている方法は、過剰な蒸気、凝縮水、および織物からの
汚染物質を運ぶ廃水を除去する破片収集源（ｄｅｂｒｉｓ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｓｏ
ｕｒｃｅ）を含む。そのような破片収集源は、例えば真空箱、空気ナイフまたは空気シャ
ワーなどの任意の吸引装置を含み得る。典型的な破片収集源が少なくとも１つの真空源を
含む。破片収集源（単数または複数）の適切な配置が、蒸気および水のアプリケータの配
置および位置決めに基づいて、当業者に容易に分かるであろう。一実施形態では、真空源
が製紙用織物の幅に伸びる単一の源である。別の実施形態によれば、真空源が横断洗浄シ
ャワーと関連しているか、または一体化している。さらに別の実施形態によれば、破片収
集源は真空源および空気ナイフの両方を含む。
【００２２】
　一実施形態によれば、破片収集源は、蒸気および水の散布源と一体化しており、製紙機
の他の部分に滝状に落ちる水量または蒸気量を最小限にする。一実施形態によれば、破片
収集源は、蒸気散布源および水散布源の近位にありかつそれらと同一ハウジング内にある
少なくとも１つの真空源である。
【００２３】
　大部分の汚染物質は織物のシート面上に蓄積するが、記載されている洗浄法は、洗浄さ
れる織物の一面または両面に散布することができる。一実施形態によれば、洗浄は織物の
シート面上で実施される。別の実施形態によれば、洗浄は織物の非シート面上で実施され
る。さらに別の実施形態によれば、洗浄法は洗浄される織物の両面上で実施される。本実
施形態によれば、蒸気および過熱水はどちらも、織物の両面に散布されてもよい。本実施
形態によれば、蒸気は織物のシート面に散布されてもよく、過熱水は織物の非シート面に
散布されてもよい。
【００２４】
　記載されている連続洗浄法は第２の洗浄シャワーを含む。第２の洗浄シャワーは、任意
の当該技術が承認している構成を有していてもよい。第２の洗浄シャワーは、固定されて
いるかまたは網状であるかもしくは製紙用織物の機械横断方向の幅を横断する、シャワー
もしくはノズルまたは一連のシャワーもしくはノズルを含んでいてもよい。一実施形態で
は、第２の洗浄シャワーは、製紙用織物の全幅への洗浄媒体の散布を同時に可能にする一
連のノズルまたはシャワーバーであってもよい。ノズルは、例えば回転するなど、移動し
てもよく、または固定されていてもよい。シャワーまたはノズルの特定の構成は、開示さ
れている方法の効率性に影響を及ぼすことなく、例えばサイズ、形状、タイプ、または幾
何学的形状などが変化し得る。
【００２５】
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　一実施形態によれば、第２の洗浄シャワーは、洗浄される織物の幅に及ぶカプセル化さ
れたシャワーである。本明細書に用いられている「カプセル化された」は、洗浄媒体を散
布しかつ散布された洗浄媒体が製紙機上に著しく堆積することなく取り出されるように構
成されている任意のシャワー装置を指す。そのようなカプセル化システムは、一般に、シ
ート面散布／収集アセンブリおよび非シート面散布／収集アセンブリの両方を含む。一実
施形態によれば、シート面は、製紙用織物の幅に延在する散布シャワーを含み、非シート
面は排除アセンブリを含む。別の実施形態によれば、シート面は、散布シャワーおよび排
除アセンブリの両方を含み、非シート面は、同様に、散布シャワーおよび排除アセンブリ
の両方を含む。
【００２６】
　第２の洗浄シャワー用の排除アセンブリは、水、過剰な蒸気、および織物からの汚染物
質を運ぶ廃水を除去する。そのような排除源は、例えば真空箱、空気ナイフまたは空気シ
ャワーなどの任意の吸引装置を含み得る。典型的な排除アセンブリは１つ以上の真空源を
含む。排除アセンブリの適切な配置が、関連する散布シャワーの散布ノズルの配置および
位置決めに基づいて、当業者に容易に分かるであろう。一実施形態では、製紙用織物の幅
に伸びる真空源は単一の源である。別の実施形態によれば、真空源は、各散布ノズルまた
は散布ノズル群に関連する複数の源を含む。
【００２７】
　一実施形態によれば、第２の洗浄シャワーは、前述の通り１つ以上の蒸気および過熱水
の散布を含む。さらに、蒸気および過熱水は当該方法により生成されることが可能であり
、記載の温度および圧力で散布され得る。別の実施形態によれば、第２の洗浄シャワーは
、１つ以上の温水散布（単数または複数）を含む。洗浄水は、室温より高くてもよいが、
水がより高温であるほど、洗浄はより良好である。したがって、温水を使用することがで
きるが、１００℃に近いかそれより高い水が好適である。第２の洗浄シャワーの水は、８
０℃から約１００℃までなどの、約２０℃から約１００℃までの温度で散布され得る。
【００２８】
　一実施形態によれば、第２の洗浄シャワーは織物のシート面に洗浄媒体を散布する。別
の実施形態によれば、第２の洗浄シャワーは、織物の非シート面に洗浄媒体を散布する。
さらに別の実施形態によれば、本洗浄法は、洗浄される織物の両面上で実施される。本実
施形態によれば、蒸気および過熱水の両方が、織物の両面に散布されてもよい。本実施形
態によれば、蒸気が織物のシート面に散布されてもよく、過熱水が織物の非シート面に散
布されてもよい。
【００２９】
　また、カプセル化されたシャワー用の排除源は、洗浄媒体の散布により生成される可能
性があるミストを閉じ込め、排除する手段を含んでいてもよい。一実施形態によれば、そ
のようなミスト排除器は、製紙用織物の長さに伸びるカバー部を含む。本開示の別の実施
形態によれば、ミスト排除器ハウジングは製紙用織物に極接近しており、それにより、ミ
スト、水滴、蒸気、および廃水を含むがそれらに限定されない、洗浄媒体の散布中に放出
されるものを捕捉する。ミスト排除器と移動する製糸用織物との間の間隙は、約０．６０
ｃｍから約１．３０ｃｍまでなどの、約０．２５ｃｍから約２．５４ｃｍまでである。
【００３０】
　一実施形態によれば、カプセル化されたシャワーを構成するミスト排除アセンブリのど
ちらかまたは両方は、枢動ブラケット上に取り付けられており、万一どちらかのアセンブ
リが洗浄および／または修理を必要とした場合、それらが製紙用織物から離れて移動する
ことを可能にしてもよい。当該ユニットにはハンドルが取り付けられており、それらが製
紙用織物から離れて反時計回りに揺動することを可能にする。
【００３１】
　開示されている本洗浄法は、製品の生産を停止した製紙機上で移動する織物を洗浄する
のに用いられてもよいが、記載されている連続洗浄法は、生産工程中に移動する織物上で
実施されてもよいという利点を有する。生産を停止した機械上で洗浄が実施されなければ
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ならない場合、洗浄に関連する休止時間は３０分から１時間までである。ティッシュペー
パの通常の生産では、８時間に一度、生産が停止され、織物を洗浄しなければならない。
したがって、現在開示されている洗浄法は、先行技術の洗浄法を凌いで、生産量の６から
１２％の向上をもたらすことができる。
【００３２】
　意外にも、記載されている洗浄法は、新生ペーパウェブの実質的な再湿潤を伴わずに織
物の洗浄を可能にする。第２の洗浄シャワー後に織物内に残存している水量は、０．４ｇ
／ｍ２より少ないなど、０．３ｇ／ｍ２より少ないなど、約０．５ｇ／ｍ２より少ない。
【００３３】
　さらに、枢動ブラケット上でのカプセル化されたシャワーの取付けにより、回転機構、
例えば回転子およびギアボックッス、により駆動された場合、機械が依然として生産中で
ある間に、シャワーが製紙用織物から離れて回転することが可能になる。この「動作中の
」回転能力により、機械休止時間なしで、製紙用織物上に汚染物質が殆ど蓄積されること
なく、洗浄ユニットが迅速に修理され、洗浄され、詰まりを除去されることが可能になる
。
【００３４】
　また、本発明のシステムは、洗浄される織物および使用される洗浄システムの構成に応
じて、１つ以上の追加散布ステーションを含んでいてもよい。これらの追加散布ステーシ
ョンは、例えば空気ナイフまたは織物処理アプリケータを含んでいてもよい。一実施形態
では、当該１つ以上の散布ステーションは、シャワーの１つ以上が緩んだ汚染物質を除去
する前に、またはシャワーの１つ以上が洗浄後に織物から残留水を除去した後に、配置さ
れてもよい少なくとも１つの空気ナイフを含む。さらに、散布ステーションは、例えば化
学洗浄液を散布して織物を前処理するなど、洗浄液または他の化学薬品を散布して汚染物
質の洗浄を助けるために使用されてもよい。洗浄シャワーの前の、それらと一体化しての
、またはそれらの後のこれら追加散布ステーションの配置は、所望の機能および予想され
た結果に基づいて容易に識別できるであろう。
【００３５】
　一実施形態によれば、本発明の洗浄法は、蒸気散布により初期洗浄段階もしくは第２の
洗浄段階のどちらかの間に、水の散布中に、または別個のアプリケータにより蒸気および
水の散布の前、間もしくは後に、添加される少なくとも１つの洗浄剤または調整剤を含む
。一実施形態によれば、当該少なくとも１つの調整剤は、過熱水中で織物に添加される。
【００３６】
　別の実施形態によれば、離型剤が添加されて織物を調整する。離型剤は、過熱水の散布
の間に添加されてもよい。一実施形態では、過熱水の散布中に離型油が添加される。織物
洗浄中の離型油および調整剤の添加は、ローラカバーの耐用期間の延長および布からのよ
り容易なシート解放をもたらす可能性がある。
【００３７】
　本発明の洗浄法は機械ロール上の磨耗を減少させる。例えば８時間ごとなど、事実上定
期的であった先行技術システムは、織物を枯渇させて、摩擦磨耗を増大させた。本発明以
前の製紙トランスファロールの平均耐用期間は約２５日であった。本発明の洗浄システム
では、３５日時点で顕著な磨耗は認められなかった。実施例３参照。したがって、本発明
は、摩擦荷重が増大した状態で製紙ロールを作動しないように製紙ロールを継続的に潤滑
することにより、それらの耐用期間を大幅に延ばすことができる。
【００３８】
　ここで、本開示の洗浄法は一システム実施形態に関して記載される。本システムからの
逸脱および提案されたシステムに対する代替案は、当業者に容易に分かるであろう。
【００３９】
　横断シャワー１０およびカプセル化されたシャワーアセンブリ２４０の両方を含む、抄
紙機１４０に取り付けられている織物洗浄装置が図１に示されている。方向矢印から分か
る通り、織物１５０は、ロール１６０上で移動し、洗浄前に織物１５０から任意の遊離破
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片および／または残留水を除去する真空箱１７０に接触する。織物１５０は、次いで、別
のロール（図示せず）の周囲を移動し、横断シャワー１０に接触する。横断シャワー１０
は、ビームアセンブリ８０内で網状になる。横断シャワー１０は、最初に蒸気で、次いで
過熱水で織物１５０に接触する。次いで、空気ナイフ５０（図２Ｂ）が、加圧空気を使用
して織物１５０から任意の残留水を除去し、ミストおよび液滴が横断シャワーアセンブリ
１０から漏れるのを防止する。
【００４０】
　織物１５０は、次いで、カプセル化されたシャワーアセンブリ２４０の上部ボックス２
６０と下部ボックス２７０との間を移動する。温水および／または蒸気が、移動する織物
１５０の両面に散布され、廃水は真空源２５０経由で除去される。織物１５０は進み続け
、空気ナイフ（付番せず）を通過し、そのウェブピックアップ位置（ｗｅｂ　ｐｉｃｋ　
ｕｐ　ｌｏｃａｔｉｏｎ）への戻り時にロール２００上を通過する前に真空箱１９０に接
触する。
【００４１】
　図１に示されている典型的な横断シャワー１０が、図２Ａ～図２Ｃにおいて拡大されて
いる。図２Ｂに示されている通り、シャワー１０はノズルアセンブリ２０と収集シュート
３０とを含む。横断シャワー１０は、表面４０を介して洗浄される織物に接触する。本開
示に従って使用される場合、蒸気および過熱水がノズルアセンブリ２０の入口２５経由で
導入されてもよく、収集シュート３０を通して施用される真空により廃水が収集される。
空気ナイフ５０が空気ジェットを織物の表面上に衝突させ、織物から水をさらに除去する
。空気ナイフにより除去された水蒸気は、周辺環境内に入るか、または空気ナイフが関連
する収集シュートを含む場合は真空により除去される。図２Ａに示されている通り、蒸気
は蒸気スロット６０経由で散布されてもよく、過熱水は水ノズル７０により散布されても
よい。使用済の蒸気および水は、放出された汚染物質と共に、図２Ｃに示されている収集
シュート３０により拾集される。
【００４２】
　図３に示されているミスト排除器２１０は、図１に示されているカプセル化されたシャ
ワーアセンブリ２４０の一部を形成している。織物１５０は、上部ボックス２６０および
下部ボックス２７０（図１）上のデッケルストリップ２２０間を移動する。洗浄媒体アプ
リケータ２３０は織物に洗浄媒体を散布する一方、廃棄物が導管２３５を介して真空源２
５０（図示せず）により除去される。
【００４３】
　連続洗浄法を、主として２つのタイプの洗浄段階、横断シャワー段階およびカプセル化
されたシャワー段階、の観点から記載したが、本方法は、２つの段階のうちの一方でまた
は例えばカプセル化された段階のみなど単一タイプの複数の段階で、実践することができ
、２つのカプセル化された段階が使用されてもよいか、または２つの横断段階が選択的に
使用されてもよい。
【００４４】
　本明細書に用いられている「約」は、実験誤差に因る変動を説明することを目的として
いる。特に別段の明示がない限り、「約」が明記されているか否かを問わず、全ての測定
値は語「約」により修正されることが分かる。したがって、例えば記述「２ｍｍの長さを
有する繊維」は、「約２ｍｍの長さを有する繊維」を意味することが分かる。
【００４５】
　本発明の１つ以上の限定されない実施形態の詳細は、以下の実施例において記載されて
いる。本発明の他の実施形態が、本開示の検討後に当業者に明らかであるはずである。
【実施例１】
【００４６】
　作動しているティッシュペーパ機上のトランスファファブリックを、初期横断洗浄シャ
ワーにおける構造化された紙織物への蒸気および８０℃の水シャワーの散布により、本発
明に従って連続洗浄した。次いで、トランスファファブリックに、やはり蒸気および８０
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℃の水を散布する第２のカプセル化されたシャワーを通過させた。洗浄を３０時間継続し
、織物の衛生状態に著明な改善がもたらされた。改善を、織物上に残存している外部汚染
物質量を観察することにより、視覚的に評価した。改善された織物の衛生状態の具体的指
標には、水に洗浄成分が添加されることを必要とせずに適切な洗浄を達成すること、およ
び織物に添加されて汚染物質がくっつかないようにする剥離化学（ｒｅｌｅａｓｅ　ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ）の５０％低減が含まれていた。
【実施例２】
【００４７】
　作動しているティッシュペーパ機上のトランスファファブリックを、初期横断シャワー
内での構造化された紙織物への蒸気および８０℃の水の同時散布により、本開示に従って
連続洗浄した。蒸気を全幅蒸気シャワーにより添加し、一方、水を横断洗浄シャワーによ
り散布した。次いで、トランスファファブリックに、やはり蒸気および８０℃の水を散布
する第２のカプセル化されたシャワーを通過させた。洗浄を３．５時間継続し、実施例１
で見られたものと一致した結果がもたらされた。
【実施例３】
【００４８】
　作動しているティッシュペーパ機上のトランスファファブリックを、初期横断シャワー
内での構造化された紙織物への蒸気の散布により、本発明に従って連続洗浄した。次いで
、トランスファファブリックに、やはり８０℃の水を散布する第２のカプセル化されたシ
ャワーを通過させた。洗浄を６か月の期間に亘って継続し、織物の衛生状態、織物の磨耗
、ロールの耐用期間、および機械休止時間に著明な改善がもたらされた。織物の衛生状態
および織物の磨耗の改善を、織物を観察することにより視覚的に評価した一方、ロールの
耐用期間を物理学的測定により確認した。
【実施例４】
【００４９】
　抄紙機上のトランスファファブリックまたは乾燥ファブリックを、初期横断シャワー内
での蒸気および１００℃より高い温度の過熱水の散布により、本発明に従って連続洗浄す
る。次いで、トランスファファブリックに、やはり蒸気および過熱水を散布する第２のカ
プセル化されたシャワーを通過させる。洗浄を連続で無制限に実施する。
【００５０】
　いくつかの実施形態を記載した。それにも関わらず、本開示の精神および範囲から逸脱
することなく、種々の修正が施されてもよいことが分かる。したがって、他の実施形態は
以下の特許請求の範囲の範囲内にある。
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